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－平成 29年度版 

環境白書の発行にあたって－ 
 

  
 
本市では、環境保全に関する基本理念や指針を定めた「神栖市環境基本

条例」を平成 17 年に制定し、その具現化に向けて、環境保全に関する施策

を総合的、かつ計画的に推進するための「神栖市環境基本計画」を平成 21

年 3 月に策定しました。（環境基本計画は、平成 26 年 3 月に改訂） 

神栖市環境基本計画では、計画に定めたことを確実に推進するため、計

画の進行管理を行うこととしており、環境施策の実施状況や目標の達成状

況などを総合的にとりまとめた年次報告書として、平成 22 年度から「環境

白書」を発行しています。 

年度ごとの「環境白書」を公表することによって、推移する本市の環境

について、市民の皆様や事業者の皆様との情報の共有化を図るとともに、

連携による取り組みの促進を図ることを目指しています。 

本書が、市民の皆様や事業者の皆様の環境に対する理解を深め、環境の

保全及び創造のための具体的な行動を展開していくための一助となれば幸

いです。 
 

 

神栖市長  石田 進 
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霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦の様子 

第１章 特集 

第１節  市民・事業者への環境配慮行動の啓発に努めています 

 
（1） 霞ヶ浦・北浦地域清掃行動の啓発 
神栖市では、霞ヶ浦問題協議会の主動で、流域住民の水質浄化意識の高揚を趣旨として、常陸

利根川沿岸 12 行政区の協力を得て「霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦」を毎年実施しています。 

平成 28 年度は 3 月 5 日を中心に実施し、延べ 602 名が参加し、計 785 袋のごみを収集し

ました。 

地域 参加人員総数 収集ごみの処理等内訳 
可燃ごみ（袋） 不燃ごみ（袋） 合計（袋） 

鰐川 28 15 27 42 
下幡木 50 49 103 152 
筒井 30 13 30 43 
賀 26 20 35 55 
息栖 41 30 70 100 
高浜 117 65 78 143 
石神 56 20 19 39 
芝崎 52 10 28 38 
萩原 80 15 30 45 
日川 83 32 52 84 
横瀬 21 8 9 17 
西宝山 18 11 16 27 
合計 602 288 497 785 

 
霞ヶ浦問題協議会とは 

昭和 48 年の夏のアオコの大発生、養殖ゴイのへい死を契機として、霞ヶ浦及び霞ヶ浦河川の

環境の保全に関する事業を推進することを目的として、霞ヶ浦沿岸 21 市町村により、同年 9 月

29 日「霞ヶ浦研究会」として発足しました。昭和 54 年 5 月に現在の名称になりました。 

活動の主な内容 

霞ヶ浦の水質浄化啓発、家庭排水対策推進、霞ヶ浦地域清掃、活動支援、流域連携促進など 
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収穫したゴーヤの無料配布 

緑のカーテンコンテストの優勝作品（左：家庭部門、右：事業所部門） 

市役所に設置した緑のカーテン 

（2） 緑のカーテンの普及啓発 
市民・事業者への緑のカーテンの普及啓発を目的として，港公園わくわく体験フェア（5 月２

２日開催）における緑のカーテン用の種の配布や、緑のカーテンコンテスト（実施期間：７月

15 日～9 月 15 日）を開催しました。 

緑のカーテンコンテストでは、家庭部門 14 件、事業者部門 10 件、計 24 件の応募があり、

優秀賞作品及び特別賞作品は、平成 28 年 10 月 15 日～16 日に開催した「かみすフェスタ

2016」にて公表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

かみすフェスタ 2016 においては、環境省グリーンカーテンプロジェクトのマスコットキャ

ラクターである「ゴーヤン」の着ぐるみを借用し、PR を行いました。 

また、市役所庁舎等において夏季の省エネルギー対策を推進するために、平成 21 年度から緑

のカーテンを設置しており、平成 28 年度も 5 月～9 月末にかけて設置しました｡ 

収穫したゴーヤの実や種などは、市役所窓口にて無料配布しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（3） 動物愛護・ペットマナーの啓発 
動物愛護と犬の飼い主の更なるマナーアップを目的として、平成 27 年 10 月 1 日から、無料

で犬の住民票を発行しています。住民票には写真や飼い主の情報が記載されるため、迷子札とし

ても活用可能となっています。 

かみすフェスタ 2016 においてもポスターを掲示し、PR をしました。 

 

 
 

犬の住民票 
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第２節 地球温暖化対策に貢献する機器等への補助金を通じ普及に努めています 
 

神栖市では、地球温暖化対策の一環として、家庭の省エネを進めるための補助事業を行ってい

ます。 

平成 28 年度の補助実績は太陽光発電システムが 160 件（約 876kW）、創・蓄エネルギー機

器が 36 件、低公害車 *が 6 件でした。 

 
太陽光発電、高効率給湯器、低公害車 *等への補助実績 

項目 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

太陽光発電システム 75件 
(278kW) 

219件 
(809kW) 

176件 
(790kW) 

407件 
(1,902kW) 

創・蓄エネルギー機器※

1 － 466件 264件 391件 

低公害車※2 303件 375件 － 12件 

 
項目 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 合計 

太陽光発電システム 448件 
(2,124kW) 

263件 
(1,287kW) 

175件 
(883kW) 

160件 
（876kW） 

1,923件 
(8,948kW) 

創・蓄エネルギー機器 6件 17件 39件 36件 1,219件 

低公害車 16件 50件 15件 6件 827件※3 

備考）1 平成 25 年、平成 27 年にそれぞれ対象設備を変更しており、平成 28 年度現在はエネファーム、 
エコウィル、太陽熱利用給湯器、定置用リチウムイオン蓄電池が対象。 

2 平成 24 年度より電気自動車のみを対象に変更し、平成 26 年度以降は急速充電設備を含む。 
3 平成 20 年度の実績 40 件を含む。 

 
 
 
 

これまでに補助を行った太陽光発電システム、高効率給湯器、 
低公害車による CO2削減量は、合計約 4,017tです。 

これは神栖市に神之池 25.6個分 ※の森林が創出されたことに相当します。 
 
備考）1 森林 1ha 当たりの二酸化炭素の削減量は 3.57t。 
     《NEDO（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）「太陽光発電導入ガイドブック」》 

2 神之池面積は 44ha。 
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第２章 神栖市の取り組み（環境基本計画） 
第１節 環境基本計画とは 

 
現代の環境問題は、地球温暖化 *問題のように日常生活や企業活動など、私たちのすべての活

動から排出される温室効果ガス *によって引き起こされるなど、従来と異なり、すべての主体が

協力して取り組まなくてはなりません。 

神栖市環境基本計画は、様々な環境に関わる課題を解決し、市民・事業者・市がそれぞれの責

任に応じた役割を果たすとともに、三者の協働により、市の豊かな環境を将来の世代に引き継ぎ、

地域にふさわしい環境を形作るための取り組みを総合的かつ計画的に進めていくことを目指し

て、平成 21 年 3 月に策定されました。平成 26 年 3 月には、生活環境や自然環境をめぐる状

況や社会情勢の変化を踏まえて、計画の改訂が行われました。 

 
 

第２節 神栖市の目指す環境 

 
環境基本計画では、豊かな自然環境と人が調和、共生することを目指すとともに、循環を基調

とした社会を目指していくこととしています。 

 
 

【望ましい環境像】 

  
 

 
 

◇◆望ましい環境像を実現するための 5 つの環境目標◆◇ 

1 環境への負荷の少ないまち 

2 自然にやさしいまち  

3 循環が構築されるまち 

4 地球を大切にするまち 

5 みんなが環境保全に取り組むまち 
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第３節 施策の体系 

 

環境基本計画では、望ましい環境像を実現するため、環境目標ごとに施策の展開を図ることと

しています。 

さらに、望ましい環境像の実現を図るため、重点取り組みを設定しました。 
 

 
人と自然が調和・共生する循環型社会のまち・かみす 

環境への負荷の少ないまち 

自然にやさしいまち 

みんなが環境保全に取り組むまち 

 大気環境基準の維持と向上 
 水質環境基準の達成 
 地下水質の安全確保 
 生活排水処理率の向上 
 騒音環境基準の達成と維持 

 振動の少ない環境の維持 
 においのない環境の達成 
 安全確保のための化学物質等

の管理 
 ダイオキシン類*環境基準の維持 

 豊かな自然を有する地域の保全 
 自然環境の回復 
 人と自然とのふれあいの促進 

地球を大切にするまち 

 温室効果ガス*排出量の削減  市の率先的な活動の実施 
 市民の環境保全活動の促進 
 事業者の環境保全活動の促進 

５つの環境目標 

望ましい環境像 

地域全体での 
地球温暖化対策 

環境保全のための 
人と地域づくり 

 地域の活動と 
一体となった 
環境教育・学習 
 地域の活性化と 
一体となった 
環境保全活動 
の支援 

 

次世代エネルギーの
活用 

 茨城県次世代 
エネルギーパーク 
構想を踏まえた 
取り組み 

 

循環が構築されるまち 

 資源が循環する社会の構築 
 水の健全な循環の確保 
 農業による環境への負荷の削減  

 フロンの確実な回収の促進 
 酸性雨*に関する情報の収集 

 地球温暖化対策 
地域推進計画の 
確実な実行 
 市有施設での 
ESCO 事業*や 
再生可能エネルギー*

設備の導入 
 

 

（地球温暖化を防止するための市民・事業者・市の取り組み） 

 
図 1 施策の体系 



 

 6 

第３章 神栖市の環境の現状と市の取り組み 
 

第１節 環境への負荷の少ないまち 

 
１. 現状 

（1） 大気質 

市内の大気汚染物質の排出源の多くは、鹿島港周辺と波崎工業団地に分布しています。そのた

め、本市では、大気質の状態を常に測定しています。 

現在では、各事業所の対策の向上により、大気汚染物質である二酸化窒素 *や二酸化硫黄 *、一

酸化炭素 *はすべての測定局で環境基準 *を達成している状態を維持しています。浮遊粒子状物質

*では、環境基準を超過する値が見られることがありますが、直近 10 ヶ年は環境基準を達成して

いる状態を維持しています。 
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資料：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 

図 2 二酸化窒素濃度の推移（98%値） 
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資料：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 

図 3 浮遊粒子状物質濃度の推移（2%除外値） 
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（2） 水質 

水質汚濁の原因となる汚濁物質の発生源は、工場・事業場等の産業系、一般家庭からの生活雑

排水等の生活系と山林・農地等の自然系に大別されます。これらの発生源からの汚濁物質が、河

川や湖沼、海域に流入し、本来持っている浄化能力を超えたときに水質汚濁が発生します。 

 
① 海域 

海域や湖沼の汚濁指標として用いられる COD*（化学的酸素要求量）は、鹿島灘海域

において、平成 25 年度から環境基準 *を上回る状態が続いています。 

0
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図 4 鹿島灘における COD の推移 
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図 5 港湾北部における COD の推移 
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② 湖沼 

海域や湖沼の汚濁指標として用いられる COD*は、神之池では環境基準 *を上回る状

態が続いています。 

常陸利根川の COD は、息栖大橋と常陸川水門上において、平成 28 年度は目標値を上

回っています。 
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図 6 神之池における COD の推移 
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備考） 平成 26 年度より、調査地点名を逆水門下から常陸川水門下へ、逆水門上

から常陸川水門上へ変更している。 
図 7 常陸利根川における COD の推移 
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③ 河川 

有機性汚濁の代表的指標である BOD*（生物化学的酸素要求量）の推移は、矢田部で

は平成 20 年度以降は環境基準を下回っておりましたが、平成 28 年度は環境基準を上

回っています。また、銚子大橋では増減を繰り返しており、直近の平成 28 年度は環境

基準を上回っています。 
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図 8 河川における BOD の推移 
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（3） 生活排水処理率の向上 
近年の河川（特に中小河川）の水質汚濁の原因として、工場や事業所からの排水だけではなく、

家庭等からの未処理の生活雑排水が注目されています。 

本市では、市民の快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図るため、地域の実情に応

じた公共下水道の整備や高度処理型合併処理浄化槽 *の普及促進により、平成 28 年度の汚水処

理人口普及率 *は 62.3％となりました。 
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備考） 平成 26 年度版までは「一般廃棄物処理実態調査」（環境省）をもとに推計した

数値を掲載していたが、平成 27 年度版より「汚水処理人口普及率 *」（茨城県）

より引用した数値に変更している。 
資料：「汚水処理人口普及率」（茨城県） 

図 9 汚水処理人口普及率の推移 
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（4） 騒音 
騒音は、都市化の進展や自動車交通量の増加、生活様式の多様化などにより、従来の事業場や

建設作業によるものだけでなく、発生要因が多様化しています。神栖市では特に、交通量の多さ

に起因して道路交通騒音で環境基準 *を上回る地点があります。 

 

表 1 道路交通騒音調査結果 

単位：dB 

昼 70
夜 65
昼 70
夜 65
昼 70
夜 65
昼 70
夜 65
昼 70
夜 65
昼 70
夜 65
昼 65
夜 60
昼 70
夜 65
昼 70
夜 65
昼 70
夜 65

69
64

72
68

68
63

59

71
68
75
73
70
65
66

-
- 66 60 71 6366- 67

- 73 69

61
72
67
66

73 68
69 64

64 63 64

66
⑩ 銚子大橋

- -
- -

71 71 65

70 70
- 67

71 71

71 71 68 70-
-

- 73
63 6466

⑨ 矢田部
- -
- -

70 7071 70
73 73 73 73
70 70

⑦ 石神
74 74
72 71

73
65

65 66

73 72
56 58 57 5858 56 59 57

68 69

⑥ 奥野谷浜
65 65
57 57

64
57

73 72
69 6769 68 68 67

67 65 67 67

72 72

67 67

⑤ 知手
74 73
70 68

66
61

73 73
62 6163 6263 65

73 72
61 63

67 67 66 67
④ 平泉

69 68
64 64

70
65

69 69
64 63
68 68

68 68
65 6560 59
67 65

67 6667 66
60 60

③ 下幡木
72 66
66 60

70
65

75 71 72 7273 72 72 73
7477 73 74 7573 74 74

② 息栖大橋
77 77
76 75

77
75

69 69 69 68
73 73 73 7372 72

時間
区分 平成19年 平成20年 平成21年

72
6970 69
72

68

平成15年

① 神栖市役所前
74 72
70 69

72

№ 調査地点

69

環境
基準平成14年 平成16年 平成17年 平成18年 平成23年 平成27年平成22年 平成24年 平成25年

72
69
75
72
71
66
66
62
72
68
67
58
72
68

70
64
69
64

平成26年

71
67
75
73
69
64
65
61
72
67
68
61
72
69

68
63

70

69
64

⑧ 常陸川大橋
- - - - - -

- - -
- - -

- - - - - - - - - 65 64
69- - -

69
65
74
73
70
65

73
69
67
58

67
62

69
65

72
69

平成28年

調査結果（年度）

68
63

64
60

 
備考） 網掛けは環境基準を上回っていることを示している。 

資料：「交通騒音・振動及び交通量調査報告書」（神栖町、神栖市） 
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図 10 道路交通騒音の調査地点 
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２. 神栖市の取り組み 
大気や水質などにおける環境負荷の少ないまちを目指して、神栖市では以下に示す取り組みを

実施しています。 

また、微小粒子状物質（以下「PM2.5」という。）に係る注意喚起の制度が、平成 24 年度よ

り始まりました。 

この制度は、茨城県が「暫定的な指針となる値」を超えると予想される場合に県民に注意喚起

を行うもので、市は県からの報告を受け、防災行政無線等を通じて市民の皆様にお知らせするこ

ととしています。 

平成 28 年度は、この制度に係る注意喚起が発令されることはありませんでした。 

 

施策 施策の概要 担当課 
施策の 

実施状況 

一般環境大気常
時監視測定局等
による大気環境測
定の実施 

 一般環境大気常時監視測定局で二酸化窒素等の大気汚
染物質濃度の測定及び監視を行います。 

 県が実施している大気中ダイオキシン類の測定結果を把
握します。 

 県で実施している微小粒子状物質(PM2.5)の測定に基づ
いて県が注意換起を発令した場合は、防災行政無線等
にて市民に注意喚起を行います。 

環境課 実施 

市内の降下ばいじ
んの状況の把握 

 降下ばいじんの測定を行います。 
 現状把握の結果に基づき、次の取り組みとして詳細調
査、対策等の内容を決定します。 

環境課 実施 

公害防止協定 *の
遵守要請 

 公害防止協定の締結内容の遵守徹底を各企業に要請し
ます。 

 必要に応じた立入調査を行います。 
 新規立地企業と公害防止協定を締結します。 

環境課 実施 

低公害車 *・低排
出ガス車 *の率先
導入 

 調達する公用車は低公害車や低排出ガス車を優先しま
す。 

 電気自動車の購入および電気自動車用充電設備の設置
に対し補助金を交付します。 

契約管財課 

環境課 
実施 

エコドライブ *の普
及促進 

 アイドリングストップ *をはじめとするエコドライブの啓発活
動を行います。 

 企業と連携して環境に配慮した自動車利用を推進しま
す。 

環境課 実施 

公共用水域の水
質測定の実施 

 鹿島港や神之池などで水質汚濁物質濃度の測定と監視
を行います。 

環境課 実施 

神之池浄化手法
の検討と実施 

 神之池自然再生事業運営委員会（愛称：かみすどんぐり
の会）と協力して神之池の浄化手法を検討します。 

 検討結果に基づき、浄化対策を実施します。 

施設管理課 

農林課 

環境課 

実施 

神之池緑地の整
備と充実 

 神之池緑地の整備と一層の充実を図ります。 施設管理課 実施 

地下水質の測定
の実施 

 観測井戸を設置し、地下水の状況を監視します。 環境課 実施 

有機ヒ素化合物汚
染の監視 

 国、県と連携協力し、浄化対策の効果について測定を継
続し、情報提供を行います。 

環境課 実施 

下水道計画の推
進 

 下水道計画に基づき下水道整備を行います。 
 下水道施設を適切に維持管理します。 
 下水道施設を適切に維持管理するための啓発を行いま
す。 

下水道課 実施 
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施策 施策の概要 担当課 
施策の 

実施状況 

下水道接続率の
向上 

 下水道への接続に対し、補助金を交付します。 
 下水道への接続を促進するための啓発を行います。 

下水道課 実施 

高度処理型合併
処理浄化槽の設
置促進 

 下水道計画区域外での高度処理型合併浄化槽の設置に
対し、補助金を交付します。 

 単独処理浄化槽から高度処理型合併処理浄化槽の設置
に対し、補助金を交付します。 

下水道課 実施 

浄化槽の管理の
促進 

 浄化槽を適切に維持管理するための啓発を行います。 下水道課 実施 

し尿・浄化槽汚泥
の計画的な処理 

 生活排水処理基本計画に基づき、し尿及び浄化槽汚泥を
計画的に処理します。 

廃棄物対策課 実施 

衛生プラントの適
正稼動 

 衛生プラントを適切に維持管理し、し尿及び浄化槽汚泥
の適正な処理体制を確保します。 

 老朽化が進んでいる第二衛生プラントについては、統合
又は新たな建設計画等を視野に入れながら、整備計画を
検討します。 

 衛生プラントでの処理後のし尿は、適正に処理します。 

廃棄物対策課 実施 

騒音測定の実施 
 一般環境騒音の測定を行います。 
 道路交通騒音、交通量の測定を行います。 

環境課 実施 

低騒音型の道路
整備 

 騒音の著しい箇所への低騒音型舗装などの騒音軽減の
ための道路整備を行います。 

 国県道については、県と連携を取りながら騒音対策を推
進します。 

都市計画課 

道路整備課 
未実施 

工場、事業場騒音
対策 

 騒音規制法に基づき、騒音発生工場、事業場に対する指
導を行います。 

 騒音発生の防止を啓発します。 
環境課 実施 

近隣騒音対策 
 ペットの鳴き声、テレビ、ステレオ等の生活騒音、カラオケ
等の営業騒音の発生防止のための啓発を行います。 

環境課 実施 

道路沿道振動測
定の実施 

 道路交通振動、交通量の測定を行います。 環境課 実施 

工場、事業場振動
対策 

 振動規制法に基づき、振動発生工場、事業場に対する指
導を行います。 
振動発生の防止を啓発します。 

環境課 実施 

建設作業振動対
策 

 振動規制法に基づき、建設作業振動に対する指導を行い
ます。 

環境課 実施 

臭気測定の実施 
 悪臭防止法に基づく臭気測定を行います。 
 公害苦情等に基づく臭気の発生源の把握に努めます。 

環境課 実施 

悪臭発生事業所
への指導 

 悪臭防止法等に基づき、臭気が発生している事業所に対
して、臭気の削減を指導します。 

環境課 実施 

近隣悪臭防止の
ための指導と啓発 

 ペットなど日常生活に伴う悪臭防止のための啓発を行い
ます。 

 飲食店等小規模事業所から悪臭防止のための啓発を行
います。 

 臭気削減のための指導を行います。 

環境課 実施 

化学物質の排出・
移動量の把握 

 PRTR法に基づく化学物質の排出移動量の届出の状況を
把握します。 

環境課 実施 

化学物質に関する
情報交換 

 事業所が使用などをしている化学物質（第 1 種指定化学
物質等）に関する毒性や管理方法に関する情報を交換し
ます。 

環境課 実施 
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施策 施策の概要 担当課 
施策の 

実施状況 

空間放射線量の
監視 

 空間放射線量について、市役所本庁舎における常時観
測や公共施設での定期測定による監視を行います。 

 福島第一原子力発電所からの新たな漏洩や測定値の上
昇が見られた場合には、体制を強化します。 

環境課 実施 

放射性物質の監
視 

 給食食材や農畜産物等、対象の特性に応じて放射性物
質の測定監視を行います。 

各担当課 実施 

ダイオキシン *類測
定結果の把握 

 県が実施している大気、水質、底質、土壌中のダイオキ
シン類濃度の測定結果を把握します。 

環境課 実施 

ごみ処理施設等
の適正管理 

 鹿島地方事務組合の RDF*製造施設のダイオキシン類排
出量の把握と適正な管理を要請します。 

 鹿島共同再資源化センターのダイオキシン類排出量の把
握と適正な管理を要請します。 

 施設の更新にあわせ、将来のごみ処理のあり方を検討し
ます。 

廃棄物対策課 実施 

ごみの野外焼却
の防止 

 ごみの野外焼却を行わないよう啓発活動を行います。 
 ごみの野外焼却が行われている場合は、行わないよう指
導します。 

廃棄物対策課 

環境課 
実施 

農業系廃プラスチ
ックの野外焼却の
防止 

 農業系廃プラスチックの野外焼却を行わないよう啓発活
動を行います。 

 廃プラスチック収集対策協議会の活動を支援します。 
 野外焼却が行われている場合は、行わないよう指導しま
す。 

農林課 実施 

 

 

合併処理浄化槽模式図 
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第２節 自然にやさしいまち 

 
１. 現状 

都市化の進展により、本市の自然は大きく変貌しましたが、市内には、日川浜、沖の洲地区、

栗神野地区や常陸利根川及び波崎海岸など、まだ豊かな自然が残っています。特に沖の洲地区に

は水田や葦原が点在し、野生動物の生息地や昔ながらの自然環境が残されています。また、神之

池や日川浜、波崎海岸などには公園や海水浴場があり、身近に自然と親しむ空間として整備され

ています。 

 
（1） 動物・植物 

多くの水辺を有する本市は、水鳥の飛来地でもあります。市内の神之池や波崎新港には、毎年

多くの水鳥が飛来しています。 

 

表 2 鳥類生息調査結果 

区 分 

神之池 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

ハクチョウ類 
0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

ガン類 
0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

カモ類 
11 種 

(3,367) 

10 種 

(2,668) 

12 種 

(5,574) 

12 種 

(7,452) 

12 種 

(3,758) 

11 種 

(4,121) 

12 種 

（5,805） 

 

区 分 

波崎新港 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

ハクチョウ類 
0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

ガン類 
0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

0 種 

(0) 

カモ類 
12 種 

(487) 

10 種 

(3,223) 

10 種 

(3,323) 

10 種 

(3,025) 

7 種 

(412) 

8 種 

(473) 

11 種 

(401) 

備考） （括弧）内は、確認羽数。 

資料：「生物多様性情報システム」（環境省） 
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（2） 水辺の現状 

本市は、東に鹿島灘、西に利根川・常陸利根川、中央に神之池と大変豊かな水の恵みを受けて

います。 

これらは、工業用水、農業用水として利用されるほか、水辺は、海水浴場、魚釣り場、サイク

リングロードとして、多くの人々に親しまれています。 

また、利根川と常陸利根川に挟まれた沖の洲地区には、水田や葦原などを見ることができ、ま

た、多くの生物を見ることができるなど、豊かな自然環境が残っています。 

豊ヶ浜自転車道

外
浪
逆
浦

神之池

沖の洲

日
川
浜

波
崎
海
岸

利根川

常陸利根川

神栖自転車道
（常陸利根リバーサイド
サイクリングロード）

 
図 11 河川・水辺の分布状況等 

 

（3） 公園・緑地の現状 

本市の公園・緑地は、平成 28 年度現在、街区公園が 71 ヵ所、近隣公園が 10 ヵ所、地区公

園が 2 ヵ所、総合公園が 2 ヶ所、運動公園が 1 ヶ所、緩衝緑地が 4 ヶ所などとなっており、市

民 1 人あたりの公園等面積は約 25.56m2 

 となっています。 

これらの中では、緩衝緑地の面積がもっとも多く、公園・緑地等面積の約 5 割を占めています。 

 
図 12 公園・緑地の分布状況 
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（4） 自然景観 

急激な都市化の進展により、市内の自然は大きく変貌しましたが、市内には、日川浜や沖の洲

地区及び常陸利根川など、豊かな自然が残っており、良好な自然景観を形成しています。 

市内には、息栖神社（息栖）や蚕霊神社（日川）、降野神社（萩原）、神善寺（波崎地域）に幹

周 3m 以上の巨木林を見ることができます。神善寺にある、波崎の大タブは幹周が 8.1m、高さ

が 15m もあり、樹齢も 1,000 年以上と推定されています。樹種としては、スダジイ、タブノ

キなどの本市の在来の種類によるものが多く、これらの社寺林ではかつての森林の状態が良く保

存されていることがうかがえます。 

 

①

⑤
③ ④

⑥

⑦

②

⑬

⑫

⑨

⑭

⑧ ⑩⑪

 
備考） 一部抜粋 

図 13 自然環境保全基礎調査に基づく巨樹・巨木林の分布状況 

 

 

茨城の名木・巨樹（波崎の大タブ） 

巨樹・巨木林
名称 樹種

① 息栖 スダジイ
② 息栖神社社叢のスギ スギ
③ 西町 タブノキ
④ 萩原 タブノキ
⑤ 日川 モチノキ
⑥ 矢田部 タブノキ
⑦ 東海 タブノキ
⑧ 荒波 スダジイ
⑨ 舎利 タブノキ
⑩ 仲舎利 イヌマキ
⑪ 波崎のタブ タブノキ
⑫ 大タブの木 タブノキ
⑬ 木御 タブノキ
⑭ 東明神町 イチョウ
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２. 神栖市の取り組み 
動植物などの保全とともに、より身近に感じられる環境の整備による自然にやさしいまちを目

指して、神栖市では以下に示す取り組みを実施しています。 

 

施策 施策の概要 担当課 
施策の 

実施状況 

豊かな自然地域
の現状調査の実
施 

 沖の洲、息栖神社等豊かな自然を有する地域の現状を
把握するための調査を行います。 

 豊かな自然を有する地域を将来にわたり良好な状態で維
持するための課題等の抽出を行います。 

環境課 実施 

生物多様性の保
全の啓発 

 市の豊かな自然を紹介する講演会や学習会を開催しま
す。 

 市の豊かな自然を紹介するパンフレット等を作成します。 
 生物多様性の重要性、日常生活とのつながり、特定外来
種の注意喚起など市民の理解を深めます。 

環境課 実施 

豊かな自然地域
の保全方法の検
討 

 沖の洲、息栖神社等の豊かな自然を有する地域を保全
するための制度等を検討します。 

 海岸からの潮害風に対し、砂丘を造成することで、松林の
保護対策を図りつつ、植樹を実施します。 

都市計画課 

農林課 
実施 

豊かな自然地域
の管理 

 豊かな自然地域の保全方法の検討に基づき、良好な状
態を維持するための管理を行います。 

各担当課 未実施 

河川の環境美化と
景観の保全 

 堀割川周辺の除草等を実施し、河川の環境美化と良好な
景観の保全に努めます。 

道路整備課 実施 

公共施設等の緑
化 

 公共施設等の緑化を推進します。 各担当課 実施 

農地の保全 
 水源涵養機能や景観形成機能などの高い環境保全機能
を有する優良な農地の保全に努めます。 

農林課 

農業委員会 
実施 

自然環境調査の
実施 

 市内の動物、植物の生息状況を把握するための調査を
行います。 

 市内のビオトープネットワークの状況を明らかにして、より
良好な状態に回復するための課題を抽出します。 

環境課 実施 

人と自然とのふれ
あい活動の場の
活用 

 日川浜、波崎海水浴場や常陸利根川沿いのサイクリング
ロード、沖の洲、息栖神社等の利用を促進します。 

 ガイドマップ、ホームページによる周知を図ります。 
商工観光課 実施 

人と自然とのふれ
あい活動の場の
整備 

 自然を活かしたふれあい活動の場の整備を図ります。 
 県との協働により、市民や観光客が安全で快適に過ごせ

るレクリエーション空間の整備を図ります。 

商工観光課 実施 

公園・緑地の整備 

 都市計画マスタープランに基づいて公園を計画的に整備
します。 

 地域の意向を反映した公園の整備を行います。 
 安全や修景に配慮した公園の整備を行います。 
 実のなる木や花の咲く木を植えることで、生物の生息環
境に配慮します。 

施設管理課 実施 

公園・緑地の管理 

 自治会やシルバー人材センターを活用した公園管理を推
進します。 

 チップ化した剪定木の有効利用先の確保に努めます。 
 落葉は堆肥化や RDF 化により有効利用します。 
 公園の管理に当たっては、減農薬、減化学肥料など環境
にやさしい管理手法をできる限り用います。 

 既存公園の機能を維持するため、植栽や遊具の点検結
果に基づき、順次再整備を行います。 

 都市緑地の適切な管理を行います。 

施設管理課 実施 
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施策 施策の概要 担当課 
施策の 

実施状況 

総合的な都市景
観の形成 

 市が目指す景観構造について検討し、良好な都市景観の
形成に努めます。 

都市計画課 実施 

道路景観の整備 
 親しまれるシンボルロードの整備を行います。 
 道路の緑化（街路樹）の整備を行います。 

都市計画課 

道路整備課 
実施 

快適な住環境の
形成 

 地域特性を活かした住宅地を形成します。 
 田園共生住宅区域においては、自然的な土地利用との
均衡を保ちながら、良好な住環境の形成を図ります。 

 省エネルギー、バリアフリーなど神栖型住宅指針と指針
に基づく建設への支援を行います。 

 地区計画や建築協定、緑化協定などによる住環境の維
持と向上を図ります。 

都市計画課 実施 

家庭、事業所の緑
化の推進 

 家の庭やベランダ等の緑化を啓発します。 
 事業所の緑化を啓発します。 
 生垣の設置を推進します。 

都市計画課 

環境課 
実施 

花いっぱい運動の
充実 

 市民自らが作り上げる花いっぱい運動を促進します。 市民協働課 実施 

景観資源の活用 

 景観資源や景観を楽しむ場の充実を図ります。 
 景観デザインの充実を図ります。 
 良好な景観ネットワークの構築を図ります。 
 千人画廊や港公園展望塔などのシンボルとなる景観資源

のアピールを進めます。 

都市計画課 

商工観光課 
実施 
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第３節 循環が構築されるまち 

 
１. 現状 

（1） 資源リサイクル・ごみ処理の現状 

本市のごみ排出量は、これまでのごみの減量に関する取り組みの推進によって、平成 28 年度

のごみ排出量は 30,442t/年となっています。一人当たりのごみ排出量は 878g/人・日であり、

減少傾向にあります。 
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備考）1 平成 16 年度以前は神栖町と波崎町の合計値、平成 17 年度以降は合併のため神栖市の値。 

2 平成 26 年度以降のごみの総排出量の数値は、市で支援している「資源物集団回収制度」にお

いて搬送されたごみの量を含んだ数値。 
 

図 14 ごみ排出量の推移（神栖市） 
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本市の家庭ごみ排出量は、近年は概ね横ばいの傾向にあります。 
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備考） 平成 16 年度以前は神栖町と波崎町の合計値、平成 17 年度以降は合併のため神栖市の値。 

図 15 家庭ごみ排出量の推移（神栖市） 

 

 

本市の事業ごみの排出量の推移は、平成 20 年度以降は減少傾向にあります。 
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備考） 平成 16 年度以前は神栖町と波崎町の合計値、平成 17 年度以降は合併のため神栖市の値。 

図 16 事業ごみ排出量の推移（神栖市） 
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項目 平成 15 年度 
計画策定時 

（平成 24 年度） 

現状 

（平成 28 年度） 

ごみ排出量 36,891 t/年 33,739 t/年 30,442 t/年 

一人あたり 

ごみ排出量 
1,149 g/人・日 976 g/人・日 878 g/人・日 

資源化率 - 57％（14%） 61％（14%） 

最終処分率 11％ 4％ 2.8％ 

備考）1 （括弧）内は、RDF センター・鹿島共同再資源化センター搬入分を除いた場合。 
2 最終処分率（平成 15 年度） 

＝最終処分量（4,072t/年）÷（神栖地域ごみ排出量 20,518t/年＋波崎地域ごみ排出量 16,373 t/年） 
 

（2） 水の健全な循環の確保 

地球上にある水は、海や陸から蒸発して雲になり、雨や雪として再び地上に戻り、地下水や川

を経て海に戻っていきます。このように地球上の水は、循環系を形成しており、これを水循環と

呼んでいます。なお、この自然の水循環の中には、私たち人間が飲用水（上水道）や農業用水な

どとして利用したり、下水処理場を経由して川や海に流したりするなど、日常生活や社会経済活

動に伴う人為的な水循環も付加されています。 

上水道の年間給水量は、平成 27 年度で 8,959,001 ㎥と増加に転じており、平成 28 年度現

在は 9,067,007 ㎥となりました。一人あたりの給水量は、平成 24 年度以降は横ばいで推移し

ており、平成 28 年度は 104 ㎥となりました。 

 

表 3 年間給水量及び一人あたり給水量の推移 

年度 
平成 

17 年度 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成 

21 年度 

平成 

22 年度 

平成 

23 年度 

平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

給水人口 

（人） 
71,091 74,307 78,164 81,661 83,108 83,763 84,667 85,404 85,841 86,270 86,865 87,426 

年間 

給水量 

（m3/年） 

9,286,280 9,448,221 9,568,460 9,280,335 9,242,725 9,471,743 7,993,430 8,879,060 8,793,381 8,740,744 8,959,001 9,067,007 

一人あたり

給水量 

（m3/人・年） 

131  127  122  114 111 113 94 104 102 101 103 104 

備考） 専用水道分は含まない。 
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備考） 専用水道分は含まない。 

図 17 年間給水量及び一人あたり給水量の推移 

 
 

（3） 農業による環境への負荷の削減 

一団の農地は、田園景観を形成したり、農業用水路や水田が動物や植物の生息空間となったり

するなど、環境保全機能の高い区域です 

近年の環境や健康への意識の高まり等の社会的な要請の変化により、環境保全型農業*が推進さ

れるようになってきています。このようなことから、農家自らも環境に配慮した農業を推進し、

平成 11 年に定められた「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づくエコファー

マー*に 522 名（平成 28 年度末現在）が認定されています。 

 

項目 平成 16 年度末 
計画改訂時 

（平成 23 年度末） 

現状 

（平成 28 年度末） 

エコファーマー* 

登録者数 
504 人 574 人 522 人 
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２. 神栖市の取り組み 

資源リサイクルなどによる資源の循環を図るとともに、水の有効利用などによる水の循環を図

ることで循環が構築されるまちを目指して、神栖市では以下に示す取り組みを実施しています。 

 

施策 施策の概要 担当課 
施策の 

実施状況 

ごみの減量化の
推進 

 生ごみ処理容器等の購入助成を行います。 
 ごみの発生抑制のため、マイバッグ運動レジ袋の削減を
推進します。 

廃棄物対策課 実施 

食用油の回収と資
源化 

 食用油を利用した石けんづくりなどリサイクル体験を実施
します。 

 BDF 等バイオマス燃料の導入の可能性を検討します。 
 市の 12 施設で使用済みやいらなくなった食用油を回収し
ます。 

廃棄物対策課 

環境課 
実施 

ごみ処理有料化
の検討 

 ごみ処理の有料化を検討します。 廃棄物対策課 実施 

リサイクル活動の
促進 

 リサイクル運動を促進します。 
 市民に対する情報提供及び意識啓発を行います。 

廃棄物対策課 実施 

再使用の促進 
 第一リサイクルプラザで家具等の再生販売を行います。 
 衣類等のもらいますあげますキャンペーンを行います。 

廃棄物対策課 実施 

リサイクルの推進 

 資源物の分別徹底を図ります。 
 分別回収品目の拡大を検討します。 
 資源物集団回収を推進します。 
 資源物集積所回収を行います。 
 神栖地域と波崎地域における分別区分の統一を検討しま
す。 

廃棄物対策課 実施 

グリーン購入の促
進 

 ごみの発生を抑制する無駄のない買物の仕方や、リサイ
クル製品である、リサイクル可能な製品である、省エネル
ギー型の製品であるなど環境に配慮した製品の購入な
ど、グリーン購入について啓発します。 

環境課 実施 

ごみの適正処理
の推進 

 一般廃棄物処理基本計画に基づく計画的なごみ処理を
推進します。 

 最終処分体制を確立します。 
 ごみ収集処理体制の充実を図ります。 
 適正処理困難物への対応を図ります。 
 在宅医療系廃棄物への対応を図ります。 
 ごみ処理の広域化を検討します。 
 災害時の協力体制を検討します。 

廃棄物対策課 実施 

事業系廃棄物の
適正処理 

 県と連携を取りながら産業廃棄物適正処理指導を充実し
ます。 

 大量排出事業者への排出指導を行います。 
廃棄物対策課 実施 

RDF 施設の稼働
状況の監視 

 鹿島地方事務組合 RDF センターの稼働実績情報を把握
します。 

 鹿島共同再資源化センターの稼働実績情報を把握しま
す。 

廃棄物対策課 実施 

RDF 施設運営へ
の協力 

 RDF センター及び再資源化センターの安定した稼働を図
るため、施設の運営に協力します。 

 RDF 製造不適物の混入を減らすため、市民に対してごみ
の排出方法周知の徹底を図ります。 

廃棄物対策課 実施 
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施策 施策の概要 担当課 
施策の 

実施状況 

市民参加による美
化活動の促進 

 市民参加による清掃活動を実施し、環境保全と環境美化
に対する意識の向上を図ります。 

 市職員による清掃活動を実施します。 
 漂着ごみ等は、海岸管理者と連携を取りながら、美化活

動を推進します。 

環境課 

廃棄物対策課 
実施 

ごみのポイ捨ての
防止 

 ポイ捨て防止の看板を貸し出します。 
 啓発活動を実施します。 

廃棄物対策課 実施 

不法投棄の防止 

 監視パトロールを実施します。 
 不法投棄が確認された際、関係機関との連携を図りま
す。 

 市民への通報先の周知に努めます。 
 監視カメラ等を活用し、不法投棄の未然防止及び実態の
把握に努めます。 

 不法投棄防止の看板を貸し出しします。 

廃棄物対策課 実施 

飼い犬や飼い猫な
どの飼養動物の適
正管理の推進 

 犬のフンの始末の啓発活動を実施します。 
 犬のフンの始末の啓発看板を設置します。 
 犬や猫等は最後まで責任を持って飼うなど、適正な飼育
が行われるよう啓発活動を実施します。 

 犬、猫の繁殖制限に対し、補助金を交付します。 

環境課 実施 

空き地の適正管理
の推進 

 雑草の繁茂や衛生害虫の発生不法投棄等が見られる空
き地の適正管理を指導します。 

 空き地の適正管理の推進に関し、効果的な施策の検討を
行います。 

廃棄物対策課 

防災安全課 

環境課 

実施 

上水道への切替
えの促進 

 井戸水から上水道への切替えを PR します。 
水道課 

環境課 
実施 

地下水の適正な
利用 

 神栖市公害防止条例に基づく届出制度を適正に維持しま
す。 

環境課 実施 

節水の啓発  水資源の保全を図るため、節水の啓発を行います。 水道課 実施 

国土利用計画等
に基づく土地利用
の推進 

 国土利用計画法や都市計画法、農業振興地域の整備に
関する法律に基づく総合的な土地利用の調整を行いま
す。 

政策企画課 

都市計画課 

農林課 

実施 

エコファーマー*登
録の促進 

 エコファーマー登録を促進します。 農林課 実施 

化学肥料・化学合
成農薬低減栽培
の促進 

 化学肥料・化学合成農薬低減栽培を推奨します。 
 特別栽培農産物の認証取得を推奨します。 

農林課 実施 

畜産排泄物の適
正処理の促進 

 畜産排泄物の適正処理を促進します。 農林課 実施 

農業系資源有効
利用の検討 

 農業用廃プラスチックのリサイクルを促進します。 
 稲わらやもみ殻、家畜排泄物等の農業系資源の量を把
握します。 

農林課 実施 
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第４節 地球を大切にするまち 

 
１. 現状 

（1） 地球温暖化（温室効果ガス排出量）の現状 

本市の平成 27 年度の温室効果ガス*排出量は約 484 万 t-CO2 と推計しました。平成 26 年

度と比較して約 6 万 t-CO2減少して約 1%の減少となりました。 

排出量の推移は、平成 19 年度まで毎年増え続け、リーマンショック等の影響により平成 20

年度は大きく減少しましたが、その後は漸増傾向で推移しています。 
 

表 4 神栖市域からの温室効果ガス*排出量の推計結果（部門別） 

区分 温室効果ガス*排出量推計値 

 
平成2年度 
(t-CO2/年) 

構成比 
平成27年度 
(t-CO2/年) 

構成比 

産
業 
部
門 

農林水産業 2,275 0.1% 4,143 0.1% 

建設業・鉱業 42,533 1.2% 22,072 0.5% 

製造業 3,180,987 92.2% 4,433,233 91.7% 

民
生 
部
門 

家庭 56,831 1.6% 148,587 3.1% 

業務 126,976 3.7% 172,537 3.6% 

運
輸 
部
 

自家用・事業用 40,048 1.2% 54,886 1.1% 

合計 3,449,650 100.0% 4,835,457 100.0% 

資料：「総合エネルギー統計」（資源エネルギー庁）等をもとに推計 
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備考)   国の統計データの取扱いが変更され、データの連続性を確保するため、平成 2 年度まで遡って

再計算している。 
図 18 神栖市域からの温室効果ガス*排出量の推計結果（部門別） 
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（2） 再生可能エネルギーの導入実績 

本市に導入されている再生可能エネルギー*には、太陽光発電、風力発電のほかバイオマス*発

電設備があります。 

太陽光発電設備では、平成 28 年は住宅用で 160 件、876kW の導入実績がありました。事

業用では、出力 1000kW 以上のメガソーラー事業が設置されています。 

風力発電設備では、売電事業用の大型風車が波崎地域を中心に設置されており、平成 28 年度

現在 44 基、総出力は 78,100kW となっています。 

また、平成 20 年 7 月より、木質系バイオマスを燃料とした発電設備が稼働しています。この

施設では、隣接する工場で発生する木材の加工くずを燃料にして発電した電気と熱（蒸気）を販

売しています。 
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備考） 平成 21～23 年度の値は、「交付決定件数、設置容量集計（神栖市）、太陽光発電普及拡大センタ

ー」による。 
 

図 19 再生可能エネルギー*の導入状況（住宅用太陽光発電 神栖市内） 
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２. 神栖市の取り組み 

市民や事業者、市が積極的に省エネルギー活動などを推進することで、地球を大切にするまち

を目指して、神栖市では以下に示す取り組みを実施しています。 

 

施策 施策の概要 担当課 
施策の 

実施状況 

省エネルギー対策
の推進 

 地球温暖化対策地域推進計画（省エネルギービジョン・新
エネルギービジョン）に基づき、神栖市域の家庭や事業所
における省エネルギー対策を計画的に進めます。 

環境課 実施 

省エネルギー活動
の普及 

 家庭の省エネルギー活動の普及に努めます。 
 事業者の省エネルギー活動の普及に努めます。 

環境課 実施 

省エネルギー設備
の普及 

 家庭の省エネルギー設備の情報提供、啓発を行います。 
 事業者の省エネルギー設備の情報提供、啓発を行いま
す。 

環境課 実施 

電気自動車の導
入促進 

 公用車について電気自動車の導入を推進します。 
環境課 

契約管財課 
実施 

再生可能エネルギ
ーの普及促進 

 地球温暖化対策地域推進計画（省エネルギービジョン・新
エネルギービジョン）に基づき、神栖市域の家庭や事業所
への太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を計画
的に進めます。 

 再生可能エネルギーの非常時利用についてメリット、デメ
リットを調査検討します。 

環境課 

政策企画課 
実施 

再生可能エネルギ
ーの率先導入 

 市管理施設において、太陽光発電等再生可能エネルギ
ー設備や蓄電池等の導入を推進します。 

環境課 

関係各課 
実施 

家庭への再生可
能エネルギーの促
進 

 再生可能エネルギーを普及啓発します。 
 再生可能エネルギー導入助成を PR します。 
 市として太陽光発電設備の導入助成を行う事について検
討します。 

環境課 実施 

事業所への再生
可能エネルギー導
入の促進 

 再生可能エネルギーを普及啓発します。 
 再生可能エネルギー導入助成を PR します。 

環境課 未実施 

地球温暖化対策
地域推進計画（省
エネルギービジョ
ン・新エネルギー
ビジョン）の確実な
進行 

 本計画に基づき、神栖市域における地球温暖化対策の
取り組みを確実に進めます。 

環境課 

関係各課 

 

実施 

法に基づくフロン
回収の啓発 

 家電リサイクル法、特定製品に係るフロン類の回収及び
破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）
に基づくフロンの回収を促進するための啓発を実施しま
す。 

廃棄物対策課 実施 

酸性雨*発生状況
の監視 

 降下ばいじんの測定にあわせて pH の測定監視を行いま
す。 

 環境教育の一環として、学校単位で酸性雨の発生状況を
簡易測定により調査します。 

環境課 実施 

酸性雨による被害
の情報の収集と整
理 

 国、県等の機関による酸性雨によって生じる被害の情報
を収集整理します。 

環境課 未実施 
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第５節 みんなが環境保全に取り組むまち 

 
１. 現状 

（1） 市の環境保全活動 

本市の公害に係る苦情件数の内訳は、大気汚染、騒音及び悪臭に関する苦情が継続的に多く寄

せられています。本市では、大気質の常時監視装置が設置され、水質・悪臭等については適宜調

査を行うなど、公害の防止に向けた監視・観測作業を実施しています。また、工業団地の立地企

業に対しては、公害防止協定*を締結の上、定期的な立入調査等を実施し、公害関係法令等の遵守

状況を確認しています。その結果、公害苦情件数は、平成 24 年度を境に減少傾向で推移傾向が

続きましたが、平成 28 年度は 212 件となりました。 

また、市役所においても、環境保全率先実行計画に基づき、温室効果ガス*排出量の削減に取り

組んでいます。平成 28 年度の市役所からの温室効果ガス*排出量は 17,165 トンであり、平成

24 年度と比較して約 7％増加しています。 
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図 20 公害苦情件数の推移 

 

項目 平成 15 年度 計画改訂時 
現況 

（平成 28 年度） 

公害苦情件数 
神栖地域：47 件 

波崎地域：28 件 

164 件 

（平成 22 年度） 
212 件 

市役所からの 

温室効果ガス*排出量 
－ 

16,015 ﾄﾝ 

（平成 24 年度） 
17,165 ﾄﾝ 
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（2） 市民の環境保全活動 

今日の環境問題を解決し、より良い環境づくりを進めていくためには、日常生活や事業活動を

環境に配慮したものへと転換していく必要があります。市では、様々な環境保全活動を個人や団

体と協働で実施している他、個人や団体独自で活動されている方もいます。 

また、小学校ではビオトープ*の設置を進めており、平成 28 年度現在の設置状況は 6 校とな

っています。 

 

項目 平成 15 年度 
計画改訂時 

（平成 24 年度） 

現況 

（平成 28 年度） 

学校ビオトープ* 5 校 7 校 6 校 

備考） 平成 15 年度は神栖地域のみ。 

 
 

（3） 事業者の環境保全活動 

環境に配慮した活動のひとつである環境マネジメントシステム*ISO14001*の県内でも認証

取得件数は 401 件（平成 28 年度現在、財団法人日本適合性認定協会 JAB）であり、平成 15

年時点の 263 件と比較すると 1.5 倍程度となっています。 

市内における EA21（エコアクション 21*）の認証登録件数は、平成 28 年度が 3 件となり

ました。 

この他に、消費者のグリーン購入*の促進と環境に配慮した店舗経営を促進するため、県及び県

内市町村によって「エコ・ショップ制度*」が設けられています。本市においても実施要項を定め、

認定事務を行っており、11 店舗をエコ・ショップとして認定しています。 

 

項目 平成 15 年度 計画改訂時 
現状 

（平成 28 年度） 

ISO14001*認証 

取得件数 

※ 

（県内 263 件） 

※ 

（県内 427 件） 

（平成 25 年度） 

※ 

（県内 401 件） 

エコアクション 21* 

認証取得件数 
－ 

5 件 

（平成 24 年度） 
3 件 

エコ・ショップ 

認定店舗数 
－ 

11 店舗 

（平成 23 年度） 
11 店舗 

備考） 市内の ISO14001*認証取得件数は、公表されていない。 
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２. 神栖市の取り組み 

神栖市内全ての住民や事業者が環境に対する高い意識を持ち、積極的に行動し、みんなが環境

保全に取り組むまちを目指して、神栖市では以下に示す取り組みを実施しています。 

 

施策 施策の概要 担当課 
施策の 

実施状況 

環境保全率先実
行計画の推進 

 市の事務事業に伴う環境への負荷を低減するため、省エ
ネルギーや再生可能エネルギーの取り組みを定めた環
境保全率先実行計画（地球温暖化対策実行計画）を確実
に実施します。 

環境課 実施 

公害苦情等の適
正処理 

 公害苦情等の適正処理を推進します。 環境課 実施 

土壌汚染対策 
 工場、事業所を原因とする土壌汚染について、土壌汚染
対策法に基づき、適切に対応します。 

環境課 実施 

カラスの対策の実
施 

 カラス対策として、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す
る法律に基づき、適正に有害鳥獣捕獲事業を行います。 

環境課 実施 

その他の公害等
の発生の防止 

 地下水位の監視測定を実施します。 
 光害防止のための啓発を行います。 
 電波障害、日照阻害、低周波音防止のための啓発を行
います。 

 環境問題に関する情報を収集します。 

環境課 実施 

日常生活における
環境配慮の促進 

 環境配慮の普及啓発を行います。 
 環境家計簿*を配布します。 
 環境に配慮した取り組み例を紹介します。 
 ごみの減量を推進するため、エコクッキング*教室等を開
催します。 

環境課 

廃棄物対策課 
実施 

環境情報の提供 
 ホームページを活用した環境情報の提供を行います。 
 環境報告書の発行による環境情報の提供を行います。 

環境課 実施 

市民の環境保全
活動の紹介 

 市民の顕彰と他の市民への波及効果の観点から、優れ
た環境保全活動を紹介します。 

環境課 

市民協働課 
実施 

ボランティア組織
の育成及び活動
への支援 

 環境に関する市民団体等の育成と活動への支援を行い
ます。 

環境課 

廃棄物対策課 
実施 

環境イベントの開
催 

 かみすフェスタにて環境イベントを開催します。 環境課 実施 

教科における環境
教育の推進 

 小中学校の各教科等において環境教育を積極的に推進
します。 

学務課 

教育指導課 
実施 

環境シンポジウム
の開催 

 環境に関する意識の向上を図るため、環境シンポジウム
を開催します。 

環境課 未実施 

出前講座の活用 
 出前講座においてリサイクル講座に加え、環境講座を開
設します。 

環境課 

廃棄物対策課

市民協働課 

実施 

人材の育成 
 環境保全や地球温暖化防止、リサイクルの推進などの活
動のリーダーとなるべき「人」の育成と登録を行います。 

環境課 未実施 

環境学習教材の
整備 

 環境の保全等に関する図書やビデオなどの学習教材を
充実します。 

 市民等の要請に応じて貸出しを行います。 

環境課 実施 
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施策 施策の概要 担当課 
施策の 

実施状況 

環境マネジメントシ
ステムの普及 

 ISO14001 やエコアクション 21 の認証取得を推進します。 
 簡易環境マネジメントシステムの普及を推進します。 

環境課 未実施 

公害防止協定の
締結 

 公害防止協定の締結内容の遵守徹底を各企業に要請し
ます。 

 必要に応じた立入検査を行います。 
 新規立地企業と公害防止協定を締結します。 

環境課 実施 

環境にやさしい店
舗の普及 

 エコ・ショップ制度の普及を図ります。 
 包装の簡素化適正化を啓発します。 
 販売店における自主回収の実施を要請します。 

廃棄物対策課 実施 

事業者の自主的
なリサイクルの促
進 

 環境に配慮した製品の製造を啓発します。 
 事業者責任に基づくリサイクルの実施を要請します。 

廃棄物対策課 実施 

グリーン・イノベー
ションの推進 

 国や県と連携しながらグリーン・イノベーションを推進しま
す。 

 かみすフェスタにおいて環境に配慮した事業や新産業、
環境配慮製品等の紹介等により、産業界を支援します。 

環境課 未実施 

環境報告書の作
成と公表 

 事業者の環境保全に関する活動等を示した環境報告書
の作成と公表を促進します。 

環境課 実施 

事業者の環境保
全活動の紹介 

 事業者の顕彰と他の事業者への波及効果の観点から、
優れた環境保全活動を紹介します。 

環境課 実施 

事業者との情報交
換 

 事業者との定期的な情報交換の場を設け、環境対策情
報等の入手を行います。 

環境課 未実施 

環境保全活動へ
の参加要請 

 美化活動への参加を要請します。 
 かみすフェスタへの参加を要請します。 
 漁港の清掃活動への参加を要請します。 

環境課 

廃棄物対策課 

商工観光課 

水産・地域整備課 

実施 

 

 



 

33 

用語の解説 

あ行 

アイドリングストップ 

信号待ち、荷物の上げ下ろし、短時間の買い物などの駐停車の時に、自動車のエンジンを停止させること。 
そうした行動を推奨する運動をさす概念としても用いられます。 
一酸化炭素 

化学式：CO 
一酸化炭素は、無味、無臭、無色、無刺激な気体で、炭素を含む物質の不完全燃焼により生成します。 
主要な発生源は自動車排出ガスで、喫煙によっても体内に吸収されます。 

エコアクション 21 

広範な中小企業、学校、公共機関などに対して、「環境への取り組みを効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・

維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告する」ための方法として、環境省が策定したエ

コアクション 21 ガイドラインに基づく、事業者のための認証・登録制度です。 
エコクッキング 

残り物を材料にした調理や、水を節約した調理など、環境に配慮しながら料理すること。 
エコ・ショップ制度 

環境にやさしい商品の販売やごみの減量化、リサイクル活動に積極的に取り組む小売店を認定する制度。 
県が認定要件や認定方法などの制度の枠組みを作り、市町村が実施要綱を策定し、認定事務を行っています。目的は、

消費者と事業者が連携してごみの減量化・リサイクルを推進し、循環型社会の構築に向け、環境にやさしいライフスタイ

ルを確立することにあります。 
エコドライブ 

省エネルギー、二酸化炭素や大気汚染物質の排出削減のための運転技術をさす概念であり、関係するさまざまな機関が

ドライバーに呼びかけています。主な内容は、アイドリングストップの励行、経済速度の遵守、急発進や急加速、急ブレ

ーキを控えること、適正なタイヤ空気圧の維持などがあげられます。 
エコファーマー 

バランスのとれた農業に取り組むため、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 110
号）に基づいて、「持続性の高い農業生産方式（①土づくり、②化学肥料低減、③化学農薬低減）」に一体的に取り組む計

画を立てた農業従事者を、「エコファーマー」として県知事が認定します。 
汚水処理人口普及率 

汚水処理施設（下水道、農業集落排水施設等、合併処理浄化槽、コミュニティ・プラント）による処理人口を総人口で

割った値のこと。高いほど、汚水処理が普及していることを示します。 
温室効果ガス 

地球温暖化の原因である温室効果をもたらす気体のこと。代表的な温室効果ガスである二酸化炭素やメタンのほかフロンガ

スなどの大気中の濃度が、人為的な活動により増加の傾向にあります。京都議定書では、温暖化防止のため、二酸化炭素、メ

タン、一酸化二窒素のほか代替フロン等 3 ガス（HFC 類、PFC 類、SF6）が削減対象の温室効果ガスと定められています。 
 

か行 

環境家計簿 

日常の生活において環境に負荷を与える行動や環境によい影響を与える行動を記録し、必要に応じて点数化したりする

ことで、環境にやさしい暮らしに取り組めるよう、促すために作成されています。 
環境基準 

環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）第 16 条に基づいて、政府が定める環境保全行政上の目標のこと。 
人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、

騒音について定められています。 
環境保全型農業 
一般的には可能な限り環境に負荷を与えない（または少ない）農業、農法のこと。農業の持つ物質循環機能を生かし、

土づくり等を通じて化学肥料や農薬の投入を低減し、環境負荷を軽減するよう配慮した持続的な農業生産方式の総称です。 
環境マネジメントシステム 

事業組織が法令等の規制基準を遵守するだけでなく、自主的に、（1）環境保全に関する方針、目標、計画等を定め、（2）
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これを実行、記録し、（3）その実行状況を点検して、（4）方針等を見直すという一連の手続きを環境マネジメントシス

テム（環境管理システム）といいます。 
グリーン購入 

商品やサービスを購入する際に必要性をよく考え、価格や品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ小さいものを優

先的に購入することを意味しています。 
公害防止協定 

地方公共団体と企業の間で交わした公害防止に関する約束のこと。 
法律の規制にとらわれず、対象項目、適用技術などを地域の実情に合った形で盛り込んでおり、企業側の遵守状況も良

好なことから日本の産業公害の改善に大きく貢献したとの評価もあります。 
高度処理型合併処理浄化槽 

窒素やリンまでも除去できる合併処理浄化槽のこと。 
 

さ行 

再生可能エネルギー 

石炭・石油や原子力に頼ったエネルギーではなく、新しいエネルギー源や供給形態の総称です。 
酸性雨 

pH5.6 以下の酸性の雨のこと。 
酸性の原因は硫酸や硝酸であり、自動車、工場、発電所、ビルのボイラーなどで石油や石炭を燃やすとき、大気に放出

される二酸化硫黄、窒素酸化物などが大気中で硫酸や硝酸に変わり、雨水に取り込まれ酸性雨となります。 
 

た行 

ダイオキシン類 
平成 11 年 7 月 16 日に公布されたダイオキシン類対策特別措置法においては、ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン

（PCDD）及びポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）にコプラナーPCB を含めて“ダイオキシン類”と定義されています。

ごみの燃焼過程などにおいて副産物として生成される物質です。 
地球温暖化 

人間の活動の拡大により二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効果ガスの濃度が増加し、地表面の温度が上昇すること。 
温室効果ガスの濃度が増加し、大気中に吸収される熱が増えることで、地球規模での気温上昇（温暖化）が進行し、陸地の減

少や異常気象の増加などのさまざまな問題が起きると言われています。 
低公害車 

既存のガソリン自動車やディーゼル自動車に比べ、窒素酸化物や二酸化炭素などの排出量の少ない自動車のこと。地球

温暖化、地域大気汚染の防止の観点から、世界各国で技術開発、普及が進められています。日本では、電気自動車・圧縮

天然ガス自動車・メタノール自動車・ハイブリッド自動車などが実用化され、その普及のための導入補助、税制優遇など

の支援策が展開されています。 
低排出ガス車 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく燃費基準（トップランナー基準）の早期達成車で、かつ、「低排

出ガス車認定実施要領」に基づく低排出ガス認定車のこと。 
 

な行 

二酸化硫黄 
化学式：SO2 
石炭や石油などの化石燃料の燃焼時に発生します。また、鉄鉱石、銅鉱石にも硫黄が含まれるため、製鉄、銅精錬工程

からも排出されます。主要な大気汚染物質のひとつとして、また窒素酸化物とともに酸性雨の原因物質として知られてい

ます。 
二酸化窒素 

化学式：NO2 
燃焼過程からほとんどが一酸化窒素として排出され、大気中で二酸化窒素に酸化されます。 
主要な大気汚染物質のひとつであり、都市地域の固定発生源や移動発生源などにより高密度に発生します。また、二酸

化窒素そのものが大気汚染物質ですが、「光化学オキシダント」の原因物質でもあります。 
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は行 

バイオマス 

もともと生物（bio）の量（mass）のことですが、今日では再生可能な、生物由来の有機性エネルギーや資源（化石燃

料は除く）をいうことが多くなっています。 
ビオトープ 

ドイツ語で生物を意味する「ビオ（Bio）」と場所を示す「トープ（Top 新規）」の合成語。本来は 1 つの生物種にとっ

て必要な空間のまとまりを意味しますが、現在では元来そこにあった自然風景、生態系を回復・保全した区域のことを指

すことが多くなっています。 
浮遊粒子状物質 

大気中に浮遊している粒径 10μm 以下の粒子状物質のこと。 
発生源は工場のばい煙、自動車排出ガスなどの人の活動に伴うもののほか、自然界由来（火山、森林火災など）のもの

があります。 
 
アルファベット 

BOD【ビーオーディー】 

水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素の量で、河川の有機汚濁を測る代表的な指標で

す。魚の養殖などの水産用水としては、ヤマメ、イワナなどの清水性魚類に対しては 2mg／L 以下、アユなどは 3mg／
L 以下、比較的汚濁に強いコイ、フナ類でも 5mg／L 以下が適当とされています。 
COD【シーオーディー】 

水中の有機物を酸化剤で分解する際に消費される酸化剤の量を酸素量に換算したもので、湖沼や海洋の有機物による汚

濁状況を測る指標です。人為的汚濁のない水域の COD はおおむね 1mg／L 以下。利水目的による COD は、水道用水源

としては 3mg／L 以下、魚の養殖などの水産用水としては、サケ、マスなどには 3mg／L 以下、コイ、フナなどには 5mg
／L 以下、農業用水としては溶存酸素の不足による根ぐされ病の防止の点から 6mg／L 以下が望ましいとされています。 
ESCO 事業【エスコ事業】 

Energy Service Company の略で、工場やビルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、それまでの環境を損なう

ことなく省エネルギーを実現し、さらにはその結果得られる省エネルギー効果を保証する事業のこと。 
ISO14001【アイエスオー14001】 

国際標準化機構（ISO：International Standardization for Organization）が平成 8 年 9 月に発行した環境マネジメン

トシステム規格のこと。ISO14001 の認証登録制度があり、認証取得は環境マネジメントシステムを経営システムの中に

取り入れていることを意味し、環境に配慮した経営を自主的に行っている証明になります。 
RDF【アールディーエフ】 （ごみ固形燃料） 

Refuse Derived Fuel（ごみ固形燃料）の略語。生ごみなどの可燃性のごみを、粉砕・乾燥したのちに生石灰を混合し

て、圧縮・固化したものです。RDF は石炭に近い熱エネルギーを持ち、熱源として有効利用できます。 
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